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枝幸地域循環型社会形成推進地域計画 

 

枝幸町 

令和 5 年 11 月 29 日 

 

１．地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

 

（１）対象地域 

構成市町村 ：  枝幸町（過疎、辺地、山村、特別豪雪） 

面   積   ：  1,115.93k ㎡  

人   口   ：    7,467 人   （令和 5 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

本計画は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日までの 5 年間を計画期間とする。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直す。 

 

図 1 位置図 
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（３）基本的な方向 

枝幸地域は、枝幸町のみで構成されており、総面積 1,115.93Ｋ㎡の地域である。 

本地域は、基幹産業である漁業と酪農業を中心に発展してきた地域であり、産業別就業者人口のうち

漁業と農業に占める割合は、地域全体の 1/4 となっている。 

本地域の廃棄物処理は、南宗谷衛生施設組合（設立昭和 46 年 5 月 以下「南宗谷組合」という。）

にて行っているが、設立当初は、南宗谷 5 か町村（浜頓別町、中頓別町、枝幸町、歌登町、猿払村）の

し尿処理を昭和 46 年 12 月より開始し、昭和 55 年度より組合事務にごみ処理（可燃ごみの焼却処理）

を追加して焼却施設の整備を進め、昭和 58 年度より浜頓別地区、昭和 60 年度より枝幸地区ごみ処理

場をそれぞれ供用開始し可燃ごみの焼却処理を行ってきた。 

平成 12 年度からは、し尿処理施設の老朽化、焼却施設のダイオキシン対策の必要性から、汚泥再

生サンタ―の整備と焼却処理施設の基幹改良及び粗大ごみ処理施設を整備し、枝幸地区の焼却処理

施設を廃止して施設を 1 箇所に統合、平成 15 年度から浜頓別町の南宗谷組合の施設にて生ごみのメ

タンガス化及び堆肥化利用、可燃ごみの焼却処理及び不燃ごみ、粗大ごみの破砕選別処理を行ってい

る。資源ごみの選別、圧縮、梱包処理を行うため、平成 12 年 2 月に枝幸リサイクルセンターを、平成 10

年 3 月に歌登リサイクルセンターを供用開始しリサイクルを進めておりました。平成 18 年 3 月の枝幸町と

歌登町の市町村合併後に伴い、その後も各地域にて資源化処理を行っていたが、施設の老朽化と処理

量の減少により、令和 7 年 4 月より枝幸町に施設を統合して資源化を行うこととなり、歌登リサイクルセン

ターは令和 7 年 3 月に廃止予定である。 

南宗谷組合にて処理した焼却残渣や破砕残渣、処理不適物を適正に埋立処分するため平成 15 年

4 月に枝幸地区第２期最終処分場を、平成 10 年 4 月に歌登地区最終処分場を供用開始して、適正な

埋立処分を行っているが、市町村合併により枝幸地区最終処分場にて優先的に埋立を進め、令和 8 年

3 月に埋立終了する予定である。このため令和 8 年 4 月より歌登地区の最終処分場にて埋立を行う予

定である。 

ごみの排出状況では、近年の事業系ごみは減少傾向にあるものの、適正な分別がなされていない状

況も見られ、分別の徹底と発生抑制及び再生利用の推進を図る。 

また、生活系廃棄物については、①分別の徹底による廃棄物の減量化、②資源ごみへの意識向上、

③収集サービスの向上、などを大きな目的として、ライフスタイル等の見直しによる排出抑制を進め、循

環型社会にふさわしい廃棄物リサイクル・処理システムの構築を図る。 

 

（４）広域化の位置付け・検討 

平成 9 年 12 月（令和 4 年 7 月改正）、北海道の「北海道ごみ処理広域化・処理施設集約化計画」

において、南宗谷ブロックに枠組みされ、現行もその枠組みにおいて処理を行っている。 

今後も他ブロックとの距離的問題から本広域圏において処理を行うことで協議が進められているが、南

宗谷組合の焼却施設の更新時期においては、他ブロックとの集約化についても検討する。 

南宗谷組合での処理以外のものについては、当面、各町にて処理を行うことで協議が進められている

が、枝幸リサイクルセンター（マテリアルリサイクル施設）は、供用開始から既に 22 年が経過してることから、

枝幸地区と歌登地区のリサイクルセンターの統合に合わせ、稼働率の低下がみられる設備において CO2

削減を目的に、基幹的整備が急務となっている。 
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（５）プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

住民がプラスチック使用製品の使用を合理化し、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するよう

情報提供を行う。 

プラスチック資源は、当面の間可燃ごみとして、南宗谷組合にて焼却処理を継続するが、今後コストや

環境影響等の情報収集を行い、財政状況等を踏まえながら分別収集・再商品化の実施方法や実施時

期について検討を行う。 

 

２．循環型社会形成推進のための現状と目標 

 

（１）一般廃棄物等の処理の現状 

 

ア 一般廃棄物の処理 

令和４年度の一般廃棄物の排出量、処理状況は図 2 のとおりである。 

総排出量は、集団回収量含め 3,267 トンであり、再生利用される「総資源化量」は 812 トン、リサ

イクル率（＝（直接資源化量+中間処理後の再生利用量+集団回収量）/（ごみの総処理量+集団

回収量）は、24.9％である。 

中間処理による減量化は 2,004 トンであり、集団回収量を除いた排出量のおおむね 6 割が減量

化されている。また、集団回収量を除いた排出量の 13.8％にあたる 452 トンが埋め立てられてい

る。 

なお、中間処理量のうち、南宗谷組合の焼却施設で処理している焼却量は 2,123 トン、汚泥再

生センターでのメタン処理量は 234 トンである。 

焼却施設では、温水の場内利用（給湯、暖房）を行っており、汚泥再生センターで生成されたメタ

ンガスは、ヂュアル発電システム及びボイラーにより熱電エネルギーとして施設内にて活用されてい

る。 

 

【一般廃棄物】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 2 一般廃棄物の処理状況フロー（令和 4 年度） 
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（2）一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指して減量化・再利用

化に関する目標量を表 1 に示すとおり定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

令和 11 年度の一般廃棄物の排出、処理状況については図 3 に示すとおり見込んでいる。 

 

表 1 減量化、再生利用に関する現状と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 排出量は現状に対する割合、直接資源化量・埋立処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回

収量に対する割合 

※2 （１事業所当り排出量） ＝ {（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量）}／（事業所数） 

※3 （１人当りの排出量） ＝ {（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）}／（人口） 

≪ 用語の定義 ≫ 

 排出量 ： 事業系ごみ、生活系ごみを問わず出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位：トン〕 

 再生利用量    ： 集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕 

 エネルギー回収量： 熱回収施設においては発電された年間の発電電力量〔単位：ＭＷｈ〕 

 減量化量 ： 中間処理量と中間処理後の残さ量の差〔単位：トン〕 

 最終処分量    ： 埋立処分された量〔単位：トン〕 

 

 

 

【一般廃棄物】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 目標達成時の一般廃棄物の処理フロー（令和 11 年度） 
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合計 事業系生活系排出量合計 3,267 トン 3,072 トン

直接資源化量 71 トン 66 トン
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エネルギー回収量 エネルギー回収量（年間の発電電力量） - MWh - MWh
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( 61.3%) ( 60.4%)

( 13.3%) ( 14.7%)

指 標
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３．施策の内容 

（１）発生抑制・再使用の推進 

1） 有料化の見直し 

現在、本町では一般家庭から排出されるごみは、一部の資源ごみを除き分別毎に収集袋を色

分けして有料化を実施している。 

今後も必要に応じて生活系ごみと事業系ごみの料金等の見直しを行う計画としている。 

 

2） 環境教育・普及啓発、助成制度 

以前から小学校での環境教育は行っているが、今後は更なる普及啓発のため、以下のとおり

対応していく。 

 

① ホームページ、自主テレビ放送や広報誌、パンフレット等の広報媒体を通じてごみ処理の現状や

えさし５R に関する情報提供・普及活動を積極的に行う。 

②ビデオ教材や副読本等を利用した教育啓発活動、町民出前講座や施設見学会等のイベントの

開催等、各種ＰＲ活動を通じて環境学習の充実を図る。 

③ 事業系ごみの減量化・資源化を推進するため、事業系ごみ処理ガイドブックの作成・配布を行うと

ともに個別指導を実施。 

④食品ロスの軽減を目指し、食品を扱う事業所に対しての情報提供や普及活動を積極的に行う。 

 

3） マイバック運動の実施 

ライフスタイルを見直し、日常生活のあらゆる場面においてごみを発生させない、出さない

ことの実践として、過剰包装の抑制も含めたマイバック運動・レジ袋対策は、定着しつつある

が、今後さらに意識の向上を図るため、各種団体および関係機関との連携による運動の展開を

実施する。 

 

4） 小型家電リサイクル及び繊維リサイクル 

小型家電リサイクル及び繊維リサイクルの推進を図るため、回収ボックスにて随時回収して

いるほか、年 3 回の収集を実施している。 

今後も収集体制を維持しつつ周知徹底を図り、リサイクルを推進する。 

 

5） ごみ減量化・リサイクルの進行管理 

環境審議会において、ごみ減量化・リサイクルの進行管理を行い、住民が積極的に取組む体

制をつくる。 
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（２）処理体制 

 

1) 生活系ごみ処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については、表 2 のとおりである。 

現在、本町の可燃ごみについては、南宗谷組合の南宗谷クリーンセンター廃棄物処理施設（焼却処

理施設）にて焼却処理を行っており、不燃ごみと粗大ごみは、同組合の南宗谷クリーンセンター廃棄物処

理施設（粗大ごみ処理施設）で破砕選別によるリサイクル処理を行い、鉄・ｱﾙﾐの回収とともに、処理残

渣のうち可燃物残渣は焼却処理、不燃物残渣は本町の一般廃棄物最終処分場施設で埋立処分してい

る。また、資源ごみは枝幸リサイクルセンター及び歌登リサイクルセンターにて選別・圧縮・梱包・保管を

行っている。 

生ごみは、南宗谷組合の汚泥再生センターにてメタン発酵処理を行い、生成されたメタンガスは発電

及びボイラーにて熱電エネルギーとして活用し。残渣は堆肥化処理を行い、農地や緑化等に利用してい

る。 

今後も、排出段階での減量化や資源ごみの分別の強化を図りつつ、可燃ごみの委託処理と本組合の

処理施設による現状のごみ処理体制を維持いていく方針である。 

なお、本町リサイクル施設については、廃プラスチック（発泡スチロール）の減容設備と枝幸リサイクル

センターの LED 化に伴う基幹的設備改良事業を進め、CO2 削減と施設の延命化を図る方針である。 

 

2） 事業系ごみ処理体制 

事業系ごみについては、生活系ごみの分別区分に準じ、事業者が自ら各施設まで搬入するか、一般

廃棄物収集運搬許可業者に依頼して運搬している。 

今後も生活系ごみ同様に、減量化や適正処理について周知を図るほか、分別を徹底し各施設へ搬入

してもらうよう指導強化を図るほか、事業系ごみの手数料の見直し等の検討も進める。 
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縮
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イ
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リ
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イ
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縮
、

保
管

）

南
宗

谷
衛

生
施

設
組

合
南

宗
谷

ク
リ

ー
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処
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等
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燃
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度
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（
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設

等
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ー
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処
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３） 今後の処理体制の要点 

 

◇ 本町の枝幸リサイクルセンター（選別・圧縮・梱包・保管施設）の基幹的設備改良事業を行い、

CO2 削減と施設の延命化を図り、継続して本地域の資源ごみのリサイクルを行う。 

◇ 家庭系一般廃棄物の排出段階での減量化や資源ごみの分別の徹底を図る。 

◇ 事業系一般廃棄物の減量化・資源ごみ分別の徹底を図る。 

 

 

（3）処理施設の整備 

ア 廃棄物処理施設 

 

上記(２)処理体制で示したごみ処理をすすめるため、表 3 のとおり必要な施設整備を行う。 

 

表 3 整備する処理施設の概要 

番

号 
整備施設種類 事  業  名 処 理 能 力 

設 置  

予 定 地 
事業期間 

国土強靭

化計画 

1 リサイクル施設 

枝幸リサイクルセ

ンター 

一般廃棄物処理施

設 

基幹的設備改良事

業 

5.45ｔ/日 北海道枝幸

郡枝幸町下

幌別6072番

地 1 

R6～R7 － 

 

整備理由（施設整備の緊急性） 

事業番号 理         由 

 

   １ 

・施設稼働から既に 22 年が経過し、施設本体の老朽化が進んでいる状況にあり、一部設備にお

いて長期的かつ安定的な処理を継続して行うため延命化工事が必要である。 

・施設の LED 化や一部設備の基幹改良により施設稼働で消費される電力を削減し、地球温暖化

防止を推進していく必要がある。 
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（４）施設整備に関する計画支援事業 

施設整備に伴う計画支援事業については、表 4 のとおり行う。 

 

表 4 実施する計画支援事業 

 

 

（５）その他の施策 

 

1) ごみ減量化・資源化目標の設定と発信 

住民、事業者、行政が共通の目標を共有し、えさし５R の取り組みを実践していけるよう、わかりやすい

目標を設定し、町民、事業者へ自主テレビ放送や広報等の情報媒体を利用して広く発信する。目標の

達成度は随時公表する。 

 

2) 多量排出事業者への減量化指導の徹底 

多量排出事業所に対し、排出者責任・拡大排出者責任を明確に示し、自己処理責任の周知徹底を

図るとともに、減量化計画の策定指導を行うなど、計画的な事業系ごみの排出抑制対策を講じる。 

 

3) 行政における率先的取組み 

各自治体も自ら排出抑制とリサイクルに積極的に取り組むとともに、環境負荷の少ないグリーン製品・

サービスを選択するなど、循環型社会形成に向けた行動を率先して実行する。 

 

4) 不適正処理・不法投棄対策の強化 

不法投棄、不法焼却に対する監視・連絡体制を強化し、未然防止、早期対応に努めるとともに、意識

啓発により不法投棄等を許さない環境づくりに努めます。 

 

事 業 

番 号 
事  業  名 事 業 内 容 事 業 期 間 

31 

枝幸地区リサイクルセンター基幹

改良事業に伴う発注仕様書作成

業務 

リサイクルセンターの基幹改

良設備における発注仕様書の

作成 

R6 
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5)災害時の廃棄物処理に関する基本方針 

 

■ 災害時の連絡体制の確立 

平常時から防災会議を開催するなど防災に係る組織体制の整備・充実を図る。また、災害発生

時は、南宗谷組合の構成町及び関係管内市町村と連携して災害対策本部を立上げ、災害対策本

部を中心とした連絡・連携体制により対応する。 

 

■ 国及び道との連携体制の構築 

大規模災害の場合、南宗谷組合及び構成町、関係管内市町だけでは対応しきれない状況にな

ることも想定されるので、災害廃棄物の撤去、収集・運搬、処理・処分について、国、道へ支援要請

を行う。 

 

■ 防災体制の整備 

廃棄物処理施設の耐震化診断を実施し、必要な措置を講じます。また、災害時に必要となる設

備・機材の確保等防災体制の整備に努めます。 

災害発生に備え、感染症対策上から「燃やせるごみを優先収集する」、「公園・空地をごみの仮

置場とする」、「臨時の搬送ルートを確保する」等の対策マニュアルとして令和元年度に「災害廃棄

物処理計画」を策定しているが、広域災害への対策に備え、南宗谷組合及び組合構成町村とも協

議を進め、共同で策定します。 

 

■ 事前広報活動の実施 

災害時におけるごみの適正処理に向けた対策を平常時から広報誌やホームページ等の広報媒

体を利用して周知徹底を図る。 

 

 

４．計画のフォローアップと事後評価 

 

（１）計画のフォローアップ 

毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じて国及び北海道と意見交

換しつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う。 

 

（２）事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果がまとまった時点で、速やかに計画の事後評価、

目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直すものとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

循環型社会形成推進地域計画書 

添付資料 
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枝幸リサイクルセンター　位置図

枝幸リサイクルセンター

〇発泡スチロール減容機更新

〇照明のLED化

既存建屋（ストックヤードとして利用）

〇発泡スチロール減容機（更新設備）の新たな設置場所

倉庫
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kenichiro
長方形

kenichiro
テキストボックス
枝幸地区リサイクルセンター
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kenichiro
長方形

kenichiro
タイプライターテキスト
発泡スチロール減容機の更新

kenichiro
線

kenichiro
長方形

kenichiro
タイプライターテキスト
リサイクルセンター
照明のLED化

kenichiro
線



発
泡

ス
チ

ロ
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減

容
機

（
更

新
機

器
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配
置

計
画

図

※
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
統
合
に
よ
り
、
選
別
、
保
管
等
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
た
め
、
更
新
設
備
を
既
存
の
建
屋
に
設
置
し
て
活
用
す
る
。

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
減
容
機
（更

新
設
備
）を

既
存

の
建

屋
に
設

置
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【添付資料４】

■リサイクルセンター
枝幸リサイクルセンター

設置主体 枝幸町
所在地 枝幸郡枝幸町下幌別6072番地1
処理能⼒ 5.45t／⽇
竣⼯ 平成12年2⽉
対象品⽬ 資源ごみ
処理⽅法 選別・圧縮・梱包⽅式
補助の有無 有（厚⽣省）

■リサイクルセンター
歌登リサイクルセンター

設置主体 枝幸町（旧歌登町）
所在地 枝幸郡枝幸町歌登⻄歌登3957番地
処理能⼒ 0.54t／⽇
竣⼯ 平成10年3⽉
対象品⽬ 資源ごみ
処理⽅法 選別・圧縮・梱包⽅式
補助の有無 有（厚⽣省）

■最終処分場
埋⽴処分地施設

設置主体 枝幸町
所在地 枝幸町下幌別6121番地3
埋⽴⾯積 5,000㎡
埋⽴容積 13,000m3

竣⼯ 平成 15年4⽉
埋⽴対象物 焼却残渣（主灰、⾶灰）、破砕残渣、資源残渣、不燃物

浸出⽔処理⽅法
処理能⼒：20㎥
接触酸化法+凝集沈殿法+滅菌処理

補助の有無 有（環境省）

■最終処分場
埋⽴処分地施設

設置主体 枝幸町（旧歌登町）
所在地 枝幸町歌登⻄歌登
埋⽴⾯積 6,335㎡
埋⽴容積 23,000m3

竣⼯ 平成 10年4⽉
埋⽴対象物 焼却残渣（主灰、⾶灰）、破砕残渣、資源残渣、不燃物

浸出⽔処理⽅法
処理能⼒：20㎥
回転円板法+凝集沈殿法+滅菌処理

補助の有無 有（厚⽣省）

現有施設の概要
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－
－

－
－

－
－

エ
ネ

ル
ギ

ー
回

収
量

－

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
事
業
実
施
計
画
総
括

表
１

（
令

和
4

年
度

比
）

目
標

令
和

1
1

年
度

令
和

1
年

度
令

和
3

年
度

令
和

4
年

度
令

和
2

年
度

過
去

の
状

況
・

現
状

　
（

排
出

量
に

対
す

る
割

合
）

 3
,3

4
7

昭
和

3
0

年
度

1
1

1
5

.9
3

（
R

4
年

1
月

末
現

在
）

(３
)地

域
面

積

枝
幸

町
(5

)地
域

の
要

件
＊

－
－

 3
,4

4
7

 3
,2

6
7

  
 2

4
7

  
  

 1
.1

2

  
 8

0
0

  
  

 1
.0

8

  
 7

9
5

  
  

 1
.1

7

 2
,5

5
2

 2
,4

9
0

  
 2

4
5

－

  
 2

4
3

 3
,5

5
3

  
 2

4
3

－

1
.0

8

 2
,6

9
6

－

  
 2

4
5

 3
,3

4
7

  
  

 1
.1

7

  
 8

5
7

  
 7

9
8

 2
,6

4
9

 2
,5

4
8

2
4

1

  
 7

7
7

  
  

 1
.1

2

排
出

量

再
生

利
用

量

最
終

処
分

量

中
間

処
理

に
よ

る
減

量
化

量
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３
　

現
有

施
設

の
状

況
と

更
新

、
廃

止
、

新
設

の
予

定

（
１

）
現

有
施

設
リ

ス
ト

  
5

.4
5

ｔ
／

日
H

1
2

.2

  
0

.5
4

ｔ
／

日
H

1
0

.3

廃
止

H
1

5
.4

2
0

m
3
／

日

H
1

0
.4

2
0

m
3
／

日

（
２

）
更

新
（

改
良

）
新

猿
施

設
リ

ス
ト

廃
焼

却
施

設
解

体
事

業

着
工

（
予

定
）

年
月

完
了

（
予

定
）

年
月

  
5

.4
5

ｔ
／

日
R

8
.4

－
浸

水
し

な
い

地
域

に
整

備
さ

れ
て

い
る

。
－

備
考

枝 幸 町

想
定

さ
れ

る
浸

水
深

と
対

策

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

再
商

品
化

を
実

施
す

る
た

め
の

事
業

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
枝

幸
リ

サ
イ

ク
ル

セ
ン

タ
ー

選
別

・
圧

縮
・

梱
包

方
式

－

事
業

主
体

型
式

及
び

処
理

方
式

処
理

能
力

（
単

位
）

竣
工

予
定

年
月

更
新

（
改

良
）

・
新

設
理

由
廃

焼
却

施
設

解
体

の
有

無－

廃
止

又
は

休
止

（
予

定
）

年
月

解
体

（
予

定
）

年
月

想
定

さ
れ

る
浸

水
深

と
対

策

浸
水

し
な

い
地

域
に

整
備

さ
れ

て
い

る
。

浸
水

し
な

い
地

域
に

整
備

さ
れ

て
い

る
。

浸
水

し
な

い
地

域
に

整
備

さ
れ

て
い

る
。

浸
水

し
な

い
地

域
に

整
備

さ
れ

て
い

る
。

型
式

及
び

処
理

方
式

処
理

能
力

（
単

位
）

竣
工

年
月

－

未
定

施
設

名
称

枝
幸

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー

歌
登

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー

枝
幸

地
区

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

浸
出

水
処

理
施

設

歌
登

地
区

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

6
,3

3
5

㎡
未

定

回
転

円
板

方
式

浸
出

水
処

理
施

設

埋
立

処
分

地
施

設

接
触

酸
化

方
式

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

2
3

,0
0

0
m

3

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

1
3

,0
0

0
m

3

5
,0

0
0

㎡
令

和
8

年
３

月
埋

立
処

分
地

施
設

未
定

施
設

種
別

施
設

名
称

令
和

8
年

３
月

備
考

未
定

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
選

別
・

圧
縮

・
梱

包
方

式

廃
止

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー

枝 幸 町

選
別

・
圧

縮
・

梱
包

方
式

①
施

設
の

統
合

に
伴

い
、

長
寿

命
化

計
画

を
策

定
し

、
温

室
効

果
ガ

ス
削

減
を

目
的

に
基

幹
改

良
事

業
と

長
寿

命
化

を
図

る
。

施
設

種
別

事
業

主
体

資料-8



【添付資料5】 各指標等の⽬標に関するグラフ

「ごみ排出量と人口」

「リサイクル量とリサイクル率」

「最終処分量と最終処分率」

2,696 2,649 2,548 2,552 2,490 2,472 2,454 2,434 2,410 2,383 2,356 2,329

857
798

800 795
777 772 767 762 757 753 748 743

8,177
8,027

7,856
7,640

7,467 7,435 7,403 7,370 7,312 7,254 7,196 7,138

  0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

  0

  500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

人口

（人）

ごみ排出量

（ｔ／年）

「ごみ排出量と人口」グラフ

生活系排出量 事業系排出量 行政区域内人口

22 38 20
51

16 28 28 27 27 27 27 26

429 387

326

424

343
365 363 361 357 354 350 347

130
121

69

94

93

93 91 89 88 85 84 82

16.9%

15.8%
16.5%

17.4%
16.5% 16.5% 16.5% 16.6% 16.6% 16.5% 16.6% 16.7%

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

 10%

 12%

 14%

 16%

 18%

 20%

  0

100

200

300

400

500

600

700

平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

（ｔ／年）

「ごみ量と減量化率・埋立処分率」グラフ

直接埋立量 焼却残渣量 破砕資源物残渣量 最終処分率

766 740 768 748 741 732 724 721 715 710 704 697

159
85

90
70 72

150 150 149 148 146 145 144

25.5%

23.9%

25.6%
24.4% 24.9%

26.5% 26.5% 26.5% 26.6% 26.6% 26.7% 26.7%

 0%

 5%

10%

15%

20%

25%

30%

    0

  500

1,000

1,500

平成30年度 令和2年度 令和4年度 令和6年度 令和8年度 令和10年度

リサイクル率

（%）
資源化量

（ｔ／年）

「リサイクル量とリサイクル率」グラフ

中間処理後資源化量 直接資源化量（集団回収含む） リサイクル率
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様
式

２

事
　

業
　

名
　

称
単

位
開

始
終

了
令

和
6
年

度
令

和
7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
6
年

度
令

和
7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度

3
0
,0

0
0

0
3
0
,0

0
0

0
0

0
3
0
,0

0
0

0
3
0
,0

0
0

0
0

0

1
枝
幸
町

5
.4

5
ｔ
/⽇

R7
R7

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

1
,7

6
0

1
,7

6
0

0
0

0
0

1
,7

6
0

1
,7

6
0

0
0

0
0

3
1
枝
幸
町

5
.4

5
ｔ
/⽇

R6
R6

1
,7

6
0

1
,7

6
0

1
,7

6
0

1
,7

6
0

3
1
,7

6
0

1
,7

6
0

3
0
,0

0
0

0
0

0
3
1
,7

6
0

1
,7

6
0

3
0
,0

0
0

0
0

0
合

  
  

 　
　

計

マ
テ
リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
施
設
基
幹
改
造
事
業

に
係
る
は
発
注
仕
様
書
策
定
業
務

○
マ

テ
リ

ア
ル

リ
サ

イ
ク

ル
施

設
に

関
す

る
事

業

○
施

設
整

備
に

関
す

る
計

画
支

援
に

関
す

る
事

業

廃
棄
物
処
理
施
設
基
幹
的
設
備
改
良
事
業

循
環

型
社

会
形

成
推

進
交

付
金

事
業

実
施

計
画

総
括

表
（
令

和
６

年
度

）

事
業

主
体

名
　

　
　

称
※

２

事
業

期
間

交
付

期
間

備
　

　
考

事
　

業
　

種
　

別
総

事
業

費
（
千

円
）

交
付

対
象

事
業

費
（
千

円
）

事
業

番
号

※
１

規
　

模
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【参考資料様式 1】 

施設概要（マテリアルリサイクル施設） 
都道府県名 北海道 

（１）事業主体名 枝幸町 

（２）施設名称 枝幸リサイクルセンター 

（３）工期 令和７年度 

（４）施設規模 処理能力  5.45ｔ／日（5.45ｔ／5ｈ） 

（５）処理方式 選別・圧縮・梱包・保管方式 

（６）地域計画内の役割
基幹的設備改良（発泡スチロール減容機の更新及び照明の LED

化）により場内使用電力量の削減と長期的かつ安定的な処理を

継続する。 

なお二酸化炭素の削減率は 5％を見込んでいる。 

（７）廃棄物施設解体工事の

有無 
 有  無 

「ストックヤード」を整備する場合 

（８）ストック対象物 － 

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

（９）容器包装リサイクル推

進施設建設の内訳 
－ 

「灰溶融施設」を整備する場合 

（10）スラブの利用計画
－ 

（11）事業計画額 ３０，０００千円 
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【参考資料様式８】

都道府県名 北　海　道

(1) 事業主体名 枝幸町

(2) 事業目的 施設整備のため

(3) 事業名称

(4) 事業期間 ～ ～ ～

〇マテリアルリサイクル施設

基幹改良事業における

発注仕様書作成

(5) 事業概要

千円（全体：　　千円） 千円（全体：　　千円） 千円（全体：　　千円）

(6) 事業計画額 うち交付対象事業費 うち交付対象事業費 うち交付対象事業費

千円（全体：　　千円） 千円（全体：　　千円） 千円（全体：　　千円）1,760

年度 令和 年度

1,760

令和 6 年度 令和

計 画 支 援 概 要

マテリアルリサイクル施設基幹改良事業

マテリアルリサイクル施設
発 注 仕 様 書 作 成

令和 6 年度 令和 年度 令和 年度
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